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丸山ダム貯水池の沈没船の撤去について

= 作業の終了をお知らせします =

 丸山ダムの堤体左岸付近に停泊していた作業船「まるやま号」(国交省所有)の沈没を２月２
日(水)に確認して以降、フェンスやマットの設置等による油類の流出防止対策を行い、船体
の撤去作業を３月１８日に開始し４月６日に終えました。

 撤去作業の経過は以下のとおりです。.
• 転倒していた船体を正しい体勢で着床させた後、水面へ浮上させました：３月２１日〈写真Ａ〉
• 船体付属のクレーンを船体から取り外し、撤去しました：３月２４日〈写真Ｂ〉
• 船体をダム堤体天端へ吊上しました：３月２５日〈写真Ｃ〉
• 船体を適切な大きさに分解しました：３月２９日〈写真Ｄ〉
• 分解した船体を仮置場へ搬出しました：４月６日

※ 作業期間中、オイルフェンス外への油類の拡散や下流への流出はありませんでした。

 沈没船に関するお知らせは今回を最終といたします。長らくご心配をお掛けしました。

【問合せ先】木曽川水系ダム統合管理事務所

丸山ダム管理支所長 高木晃人 管理課長 前田隆成

０５７４（４３）１１０８ ０５８（２５５）２５６０

撤去作業の状況

〈写真Ａ〉 〈写真Ｂ〉

〈写真Ｃ〉 〈写真Ｄ〉
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